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新しい風、兵庫から

3,035（20）1,509（ 9）4,544（29）32,851H21．11

3,315（22）1,389（ 9）4,704（31）29,883H21．12

2,969（16）1,474（ 5）4,443（21）29,137H22．1

1,948（16）911（ 3）2,859（19）20,082H21．10

3,572（39）1,941（ 15）5,513（54）42,508H21．4

3,720（52）2,241（ 7）5,961（59）37,672H21．5

3,991（38）2,149（ 15）6,140（53）41,579H21．6

4,340（43）2,542（ 13）6,882（56）39,626H21．7

4,009（48）2,051（ 10）6,060（58）39,268H21．9

67.2%（1.25%）32.8%（0.33%）100%（1.58%)

251,597（4,670）122,940（1,246）374,537（5,916）
2,682,837計

5,629（40）1,939（ 9）7,568（49）40,170H21．8

215,069（4,336）104,794（1,152）319,863（5,488）2,330,061
H16．10～
H21．3

県外規制対象車両
（違反車両）

県内規制対象車両
（違反車両）

規制対象車両
（違反車両）

撮影車両年・月

ディーゼル自動車等運行規制に伴う検査結果等について

兵庫県では、平成16年10月から阪神東南部地域においてディーゼル自動車運行規
制を実施しています。この運行規制に伴う各種検査結果は次の通りです。

（１）カメラ検査
カメラ検査は、規制対象地域内の道路で、走行車両のナンバープレートを撮影し

違反車両であるかを確認しています。

平成22年1月までのカメラ検査で撮影した規制対象車両は374,537台（県内122,940台、
県外251,597台）で、うち違反車両は5,916台（県内1,246台、県外4,670台）となっています。
違反車両台数の都道府県別内訳は別表のとおりで、兵庫県、岡山県、京都府、奈良県
が多く、４府県で全体の約44%を占めています。また、種別では事業用が85%、自家用が
15%となっています。
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○カメラ検査（平成22年1月まで）において運行規制違反を確認した都道府県別台数
別表



94
(5%)

1,919
(100%)

計

76
(4%)

1,485
(77.4%)

県外車両

18
(1%)

434
(22.6%)

県内車両

うち違反車両検査車両 平成22年2月までの街頭検査で確認
した車両は1,919台（県内434台、県外
1,485台）で、うち違反車両は94台（県内
18台、県外76台）となっています。
違反車両台数の府県別内訳は別表
のとおりです。また、種別では事業用が
85%、自家用が15%となっています。

検査期間：平成１６年１０月～平成２２年２月

検査回数：２５０回

（２）街頭検査
国道４３号線等主要幹線道路において、兵庫国道事務所等と合同で検査を実施し、運

行車両の車検証の提示を求め運行規制違反の有無を確認しています。

01熊本101熊本県

01栃木101栃木県

06愛媛606愛媛県

01いわき101福島県

02島根202島根県

04滋賀404滋賀県

05和歌山505和歌山県

15福山
817広島県

02広島

01土浦101茨城県

01佐賀101佐賀県

01福岡101福岡県

01三重101三重県

02鳥取202鳥取県

04徳島404徳島県

05岡山505岡山県

01札幌101北海道

11奈良211奈良県

03香川303香川県

02石川202石川県

02山口202山口県

24岐阜624岐阜県

03群馬303群馬県

－94(100%)14(15%)80(85%)計

01大分101大分県

13和泉
725大阪府

12大阪

備考
計自家用事業用府県名

24京都624京都府

34姫路

38神戸
18612兵庫県

自家用事業用支局名

○街頭検査（平成22年2月まで）において運行規制違反を確認した都道府県別台数
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荷主等

運送事業者

0
(0.0%)

25
(12.4%)

202
(100%)

857

違反車両猶予期間切れ車両検査車両事業所数

0
(0.0%)

1072
(12.6%)

8,527
(100%)

1,1４５

違反車両猶予期間切れ車両検査車両事業所数

※猶予期間切れ車両とは、阪神東南部地域を走行すれば違反となる車両

検査期間：平成１６年１０月～平成２２年２月

（３）立入検査
運送事業者及び荷主等の立入検査を行い、車検証の確認や委託運送事業者へ

の運行規制の遵守に係る措置状況について確認を行っています。

ガソリン・ＬＰＧ車：Z-、T-、M-、J-、記号なし
ティーゼル自動車：KC-、W-、U-、P-、N-、K-、記号なし

ナンバープレートの分類番号が次のいずれかですか

1,8ナンバーの場合、車両総重量が8,000kg以上ですか

2ナンバーの場合、定員が30人以上ですか

YES

車体の形状が規制対象外の自動車に該当しますか

NO

規

制

の

対

象

外

で

す

猶予期間を超えて対象地域内を運行できません

型式の識別記号が、次のいずれかですか

※特種自動車(8ナンバー車)のうち条例で定める特定自動車

※規制対象から除外している道路（阪神高速5号湾岸線、中国縦貫自動車道等）での運行
や規制対象としないケースでの運行は可能です。

1**(普通貨物) 2**(バス) 8**(特種自動車)

NO

YES

NO

YES

NO

YES

※規制対象地域、規制対象としないケースの詳細はHP等でご確認下さい。

（４） 規制対象車チェック表
下記チェック表により、お持ちのお車が規制の対象となるかチェックしてください。

（５）規制対象外の自動車の種類

特殊自動車（８ナンバー車）のうち次の車体の形状の自動車は、規制の対象外となります。

1 医 療 防 疫 車

2 採 血 車

3 軌 道 兼 用 車

4 図 書 館 車

5 郵 便 車

6 移 動 電 話 車

7 放 送 中 継 車

8 理 容 ・ 美 容 車

消 毒 車

寝 具 乾 燥 車

入 浴 車

ボ イ ラ ー 車

検 査 測 定 車

穴 掘 建 柱 車

ウ イ ン チ 車

ク レ ー ン 車

く い 打 ち 車

コンクリート作業車

コ ン ベ ア 車

道 路 作 業 車

は し ご 車

ポ ン プ 車

コンプレッサー車

農 業 作 業 車

17

18

19

20

21

22

23

24

9

10

11

12

13

14

15

16

25

26

27

28

29

30

31

32

クレーン用台車

空 港 作 業 車

構 内 作 業 車

工 作 車

工 業 作 業 車

レ ッ カ ー 車

写 真 撮 影 車

事 務 室 車

33

34

35

36

37

38

39

40

加 工 車

食 堂 車

清 掃 車

電 気 作 業 車

電 源 車

照 明 車

架 線 修 理 車

高 所 作 業 車

猶予期間について

①普通貨物自動車 初度登録日から起算して10年間の末日に当たる日以降の車検証の有効期間満了日

②大型バス 初度登録日から起算して13年間の末日に当たる日以降の車検証の有効期間満了日

③特殊自動車 初度登録日から起算して11年間の末日に当たる日以降の車検証の有効期間満了日


